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1.1. はじめに 

1.1.1. 基本構想策定の目的 

岐阜市では、つかさのまちの「みんなの森 ぎふメディアコスモス」南側に新庁舎
の建設を進めています。2021年度には、現在使用している本庁舎、南庁舎、西別館、
北別館及び明徳庁舎の 5 つの庁舎の機能を新庁舎に統合移転する予定となっていま
す。 
このため、新庁舎への移転後は、現在の５つの庁舎は用途が廃止となるため、公共
が所有する未利用の空間が中心市街地内に生み出されることとなります。 
一方で、長期にわたり持続的に成長するまちを実現するためには、中心市街地の活
性化や集約型まちづくりの推進など山積する様々な課題に取り組まなければなりま
せん。こうした課題を解決するためには、公共空間を上手に活用しまちづくりを先導
していくことが有効な手段の一つであると考えています。 
そこで、長期にわたり持続的に成長するまちを実現することを目指し、庁舎の跡地
を活用することとし、跡地活用に関する考え方や活用方針といった基本的事項に加え、
活用として想定される導入機能、導入施設のイメージなどを示すため「岐阜市庁舎跡
地活用基本構想」を策定します。 
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1.1.2. 基本構想の対象 

本構想では、新庁舎への移転対象の 5つの庁舎のうち、敷地規模が大きくさまざま
な活用方法が期待でき、活用により周辺地域への波及効果が考えられる本庁舎と南庁
舎の跡地を対象に活用の考え方などを示します。 

図 1-1 庁舎位置図

忠節橋

至 長良橋至 金華橋

ぎふメディアコスモス

岐阜市新庁舎

北別館

明徳庁舎

西別館

柳ケ瀬

つかさのまち

名鉄岐阜駅

JR 岐阜駅

本庁舎

南庁舎

【敷地面積】 

本庁舎 ：11,638m2 

南庁舎 ： 3,104m2

西別館 ：   425m2

明徳庁舎：   287m2 

北別館：ビルの一部を賃借
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1.1.3. 跡地の概要 

１）庁舎の変遷 
岐阜市庁舎の歴史は、1889 年（明治 22 年）7月 1日、市制施行による岐阜市
の発足に伴い、庁舎を今泉西野町に開庁したことに始まります。その後、濃尾地震
や太平洋戦争などによる被災や事務量増大などのため、白木町、美江寺町、そして
現在の本庁舎のある今沢町へと庁舎の移転を繰り返してきました。 
現在の位置に移転した後も市が発展したことによる事務量の増大などのため、南
庁舎をはじめとする分庁舎の開設など庁舎を拡大してきました。 
これまで、庁舎は 3 度の移転を行っていますが、いずれも公共公益施設などが
集積している中心市街地の北部での移転となっています。また、過去に庁舎があっ
た跡地は、県営住宅や公園など公共施設として活用されています。 

図 1-2 庁舎の変遷 

庁舎 明治 大正 昭和 平成

今泉西野町庁舎

白木町庁舎 

美江寺町庁舎 

今沢町庁舎 

（現本庁舎） 

忠節橋
至 金華橋

岐阜市新庁舎 

本庁舎

南庁舎

北別館

明徳庁舎

西別館

白木町庁舎

美江寺町庁舎 

つかさのまち今泉西野町庁舎
（推定）

至 長良橋

美江寺公園 市庁舎 

市庁舎 

白木町庁舎 西野町公園 

1894年(M27年)移転

市庁舎 県営白木町住宅敷地 
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２）庁舎の概要 
本構想の対象である本庁舎及び南庁舎の諸元は、以下に示す通りです。 

表 1-1 本庁舎、南庁舎諸元 

項目 本庁舎 南庁舎

構造規模 

①高層部 

地上 8階・塔屋 3階建 

鉄骨鉄筋コンクリート造等 

地上 4階・塔屋 2階建 

鉄筋コンクリート造 

②低層部 

地下 2階・地上 4階・一部 5 階建 

鉄筋コンクリート造等 

③附属棟 

地下 1階・地上 2階建 

鉄筋コンクリート造 

敷地面積 11,638 ㎡ 3,104 ㎡ 

建築面積 4,198 ㎡ 1,301 ㎡ 

延床面積 17,440 ㎡ 4,986 ㎡ 

竣工年次 1966 年（昭和 41年） 1960 年（昭和 35年） 

開設年次 1966 年（昭和 41年） 1981 年（昭和 56年） 

経過年数 53 年（2019 年時点） 59 年（2019 年時点） 

用途地域 商業地域 同 左 

建ぺい率 80％ 同 左 

容 積 率 
約 430％（試算値） 

※500%、400%に含まれる敷地面積で按分
500％ 

全   景 

備   考 

・建設から 50 年以上経過し、建物本体、

設備とも老朽化が進行しています。 

・新耐震基準が導入された 1981 年（昭

和 56 年）以前の建築物です。一定の

耐震性を有していますが、今後大規模

な地震等が発生した場合、使用できな

くなるおそれがあります。 

・天井裏の梁には、アスベストが用いら

れています。飛散防止措置が講じられ

ていますが、災害時などに飛散し被害

をもたらすことが懸念されます。 

⇒建物の継続使用は困難であるため、取

り壊す予定です

・建設から 50 年以上経過し、建物本体、

設備とも老朽化が進行しています。 

・新耐震基準が導入された 1981 年（昭

和 56 年）以前の建築物ですが、2011

年度（平成 23 年度）に耐震化工事を

実施しています。 

⇒老朽化が著しいため、既存建物を使用

する場合は、用途によっては建物、設

備等の大規模な改修が必要となりま

す
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1.1.4. 策定の経緯 

本構想の策定にあたっては、岐阜市が実施した市民アンケート調査、市民ワークシ
ョップで得られたご意見も踏まえながら、学識経験者、各種団体の代表者及び市民（公
募）で構成する「岐阜市庁舎跡地活用基本構想策定委員会」において議論を重ねてま
いりました。 

◇市民アンケート 

庁舎跡地に期待することや、跡地活用に際しての留意点、跡地にあったら良いと思う機

能などについてお聞きしています。 

▼2015 年度調査 

調査期間：2015 年 10 月 19 日 ～ 11月 13 日 

調査対象：16 歳以上の市民等 

回答者数：1,226 人 

▼2016 年度調査 

調査期間：2017 年 2 月 15 日 ～  3 月 10 日 

調査対象：16 歳以上の市民等 

回答者数：1,125 人 

◇市民ワークショップ 

このワークショップでは、参加者の皆様に実際にまちを歩き中心市街地の様子を見てい

ただいた上で、跡地活用のアイデアを検討しています。 

開催期間：2016 年 2 月 27 日～9月 3日 

開催回数： 4回 

参加者：公募の市民 延べ 50 人 

◇岐阜市庁舎跡地活用基本構想策定委員会 

  学識経験者等外部委員で構成する委員会を設置し、庁舎跡地活用について議論を重ねて

きました。 

  開催期間：2016 年 12 月 15 日～2018 年 11 月 7 日 

  開催回数： 8 回 

  構成員：学識経験者、各種団体の代表者、市民（公募） 計 10 人 

P,22、P.24、P.28、P.29、

P.37、P.48 にアンケート結

果の一部を紹介していま

す。 
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1.2. まちづくりの方針と課題 
岐阜市が長期にわたり持続的に成長するまちを実現するためには、取り組むべき数
多くの課題があります。庁舎跡地活用は、これらの課題解決のためにどのような役割
を果たすべきか定めることが必要です。 
このため、既存のまちづくりに関する上位・関連計画が示している方針と、人口を
はじめとする中心市街地の状況、庁舎跡地の周辺地区の環境を整理し、まちづくりに
はどのような課題があるのか考えます。 

1.2.1. 上位・関連計画における中心市街地のまちづくりの方針 

岐阜市におけるまちづくりに関する主な計画としては、市の総合的な方針を示す
「ぎふし未来地図」はじめ、まちづくり全般に関わる「岐阜市都市計画マスタープラ
ン」や、まちづくりの各種分野に関する「岐阜市緑の基本計画」など１２の計画があ
ります。各計画の中から、庁舎跡地のある中心市街地におけるまちづくりの方針に関
する記載内容をまとめ、その中からキーワードを抽出、整理すると下図のようにまと
められます。この結果、中心市街地のまちづくりの方針は、「にぎわいの創出」、「集
約型まちづくり」、「行財政効率化」の大きく 3つに集約することができます。 

図 1-3 上位・関連計画における中心市街地に関するキーワード  

「中心市街地活性化」

「公共施設・土地等の活用で

財政負担軽減」

「地域の文化・芸術によるまちの魅力」 

「安全･安心」

「緑の増加」

「回遊性向上」

「にぎわい創出」

「民間活力の活用」

「居住環境形成」

「まちなか居住」

「岐阜ならでは」

「公共公益施設立地促進」

「地区特性に応じた機能配置」

「交流」

「個性的・魅力的な景観」

「商業施設等の立地促進」

「都市機能の集積」

「便利」 

「アクセス・循環交通充実」

「土地の高度利用」

「大規模空地の防災的利用」

「オープンスペース確保」

「公共交通サービス拡充」

「業務機能誘導」

「質の高い公共サービス」
「コスト縮減」

「不動産利活用」

「用途転換・複合化」

にぎわいの創出

行財政効率化集約型まちづくり
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表 1-2 上位・関連計画における中心市街地に関する記述の概要 

整理
番号

計画名称 ／ 策定年次 ／ 計画期間

中心市街地に関連する記載内容 

中心市街地に関連するキーワード 

① ぎふし未来地図／2018 年 10 月 ／ - 

【未来都市像】（中央部①） 

・岐阜城や金華山、寺社などの地域資源を生かした「ぎふまち」の歴史文化の薫り漂うま

ち 

・若者から高齢者まで住みやすいまち 

・人が集い、にぎわう活力のあるまち 

「にぎわい創出」「歴史文化」 

② 岐阜市都市計画マスタープラン〔地域別構想〕 ／ 2010 年 5 月 ／ - 

【地域別のまちづくりの方針】（中央部①） 

・高度で多様な都市機能の一層の集積を図り、県都としての本市の魅力の向上を目指す 

・地区特性に応じてまちなか居住の推進、商業の活性化の増進、にぎわいの創出を目指す

「都市機能の集積」「地区特性に応じた機能配置」「まちなか居住」「商業の活性化」 

「にぎわい創出」 

③ 岐阜市立地適正化計画 ／ 2017 年 3 月 ／ 目標年次 2035 年度 

【都市づくりの基本方針】（都心拠点区域） 

・都市の顔となる拠点として、業務機能の誘導や便利で快適なまちなか居住の推進など土

地の高度利用を図ることで、魅力ある市街地の形成を促進 

・都市構造に大きな影響を与える商業施設等の立地促進や公共公益施設の立地促進を図る 

・都市機能誘導施設として、医療施設、行政施設、福祉施設、子育て支援施設、教育文化

施設、商業施設及び金融施設が位置付けられている

「業務機能誘導」「まちなか居住」「土地の高度利用」「商業施設等の立地促進」 

「公共公益施設立地促進」 

④ 岐阜市緑の基本計画 ／ 2009 年 10 月／ － 

【基本方針】 （中心市街地） 

・「都市の緑の創出拠点」として、できるだけ多くの緑を公共空間のみならず、民有地に

おいても増やしていく 

「緑の増加」 

⑤ 岐阜市住宅マスタープラン ／ 2011 年 3 月 ／ 2011 年度～2020 年度 

【居住地類型別住宅市街地形成の方向】 （まちなか居住重点区域） 

・公共交通の利便性、中心市街地の利便性を活かした居住環境を形成し、居住機能を誘導 

・老朽住宅の建替え、点在する駐車場等の集約化等により高度利用可能な敷地の創出を促進

・まちなか居住者の生活を支える様々な機能の立地を誘導 

「居住環境形成」「まちなか居住」 

⑥ 岐阜市景観計画 ／ 2009 年 10 月（2012 年 7 月変更）／ － 

【基本方針】 

・まちの成り立ちや地域特性を生かした岐阜ならではの景観の形成 

・岐阜の様々な顔を楽しめ、回遊できるネットワーク空間の創出 

・拠点施設を生かした個性的･魅力的な景観の創出 

・多様な世代が集まり、交流できるコミュニティがある景観の形成

「岐阜ならでは」「回遊」「個性的・魅力的な景観」「交流」 
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整理
番号

計画名称 ／ 策定年次 ／ 計画期間

中心市街地に関連する記載内容 

中心市街地に関連するキーワード 

⑦ 岐阜市中心市街地活性化基本計画 ／ 2018 年 3 月 ／ 2018 年 4 月～2023 年 3 月 

【中心市街地活性化の基本的な方針、目標】（柳ケ瀬、岐大跡地周辺） 

・来街の動機となる魅力的なコンテンツを集積させるとともに、遊休不動産を利活用して

いくことで、柳ケ瀬の魅力向上を図ることが重要 

・都市の空洞化に歯止めをかけ、魅力的なまちにするためには、魅力となるコンテンツが

集積する核となる施設の立地が重要。中心市街地の魅力となる商業施設、公共公益施設

などの都市機能誘導施設等を誘導するとともに、既存の施設とともにその適正な維持や

利活用を図る

「魅力的なコンテンツ集積」「不動産利活用」「都市機能誘導」 

⑧ 岐阜市総合交通戦略(2014-2018) ／ 2014 年 3 月 ／ 2014 年度～2018 年度 

・中心市街地活性化と都市の再構築を図るため中心市街地へのアクセス交通及び循環交通

の充実を目指す 

・公共交通サービス拡充などにより、安全で賑わいのある中心市街地を形成する 

・道路空間を安全、円滑に使えるよう、道路の利用環境の向上を目指す

「中心市街地活性化」「アクセス・循環交通充実」「公共交通サービス拡充」 

「安全」「にぎわい」 

⑨ 岐阜市公共施設等総合管理計画 ／ 2017 年 3 月 ／ 2017 年度～2026 年度 

【公共施設等マネジメントの基本方針、取組方針】 

・公共施設等にかかるコストの削減と公共施設等を活用した新たな財源を確保することに

より、財政負担の軽減を図る 

・余裕空間のある施設やニーズの低い施設に対し、用途転換や複合化を行い、コストの縮

減と施設の利用率の向上を図る 

・民間活力の活用による、質の高い公共サービスの提供 

「コスト縮減」「用途転換・複合化」「民間活力の活用」「質の高い公共サービス」 

「公共施設等を活用した財源確保、財政負担軽減」 

⑩ 都市再生整備計画(第 6回変更)岐阜市中心部地区 ／ 2017 年 11 月 ／ 2014 年度～2017 年度 

【目標】 

・岐阜駅周辺から柳ケ瀬、金華山エリアへの回遊性を向上させ、柳ケ瀬やぎふメディアコ

スモスを中心としたにぎわいを創出し、中心市街地全体の活性化につなげる

「回遊性向上」「にぎわい創出」 

⑪ 岐阜大学医学部等跡地整備基本計画 ／ 2010 年 10 月 ／ － 

【第3期整備施設計画】 （庁舎跡地） 

・新たな地域文化・芸術創造拠点として(仮称)市民文化ホールの整備を想定する 

・「『にぎわい』、『地域の文化・芸術によるまちの魅力』の創出」、「都市の『地域力』の創

出」及び「『新たな自然環境と良好な景観』の創出」を図る

「にぎわい創出」「地域の文化・芸術によるまちの魅力」 

⑫ 岐阜市地域防災計画 ／ 2018 年 3 月 ／－ 

【地震対策計画 実施内容 都市の防災対策】 

・地震災害危険を軽減する都市空間を形成するため、基盤施設整備の促進によるオープン

スペースの確保、大規模空地の防災的利用、防災上重要な農地、緑地の保全、整備等の

総合的、計画的な土地利用施策を推進する 

「オープンスペース確保」「大規模空地の防災的利用」 
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1.2.2. 中心市街地の状況 

1.2.1.では、上位・関連計画において、中心市街地のまちづくりの方針として、「に
ぎわいの創出」、「集約型まちづくり」、「行財政効率化」を目指していることを確認し
ました。 
このまちづくりの方針に対して、実際の中心市街地はどのような状況なのでしょう
か。ここでは、人口や経済活動に関する状況について、市全域と中心市街地活性化区
域1の比較を行うとともに、来街者数や都市機能の立地状況を整理し、課題を浮き彫
りにしていきます。 

１）人口・経済活動に関する状況 
人口については、市全域、中心市街地活性化区域ともに総人口は一貫して減少傾向
であり、高齢化率は一貫して増加傾向となっています。また、こうした傾向は市全域
に比べ中心市街地活性化区域において顕著となっています。 
経済活動については、市全域、中心市街地活性化区域ともに事業所数、従業員数、
年間商品販売額等についても減少傾向となっています。また、こうした傾向は市全域
に比べ中心市街地活性化区域において顕著となっています。 
一方で、中心市街地活性化区域の面積は、市内宅地（工業用地除く）の約 3％の面
積にすぎませんが、中心市街地活性化区域内の事業所（全事業）、（卸売・小売業）は
それぞれ市全域の約 12％、約 15%が立地しています。さらに、中心市街地活性化区
域内では、従業者数（全事業）は人口の 2倍以上となっています。このことから、中
心市街地活性化区域には業務・商業機能が集積していることがわかります。 

表 1-3 各指標における市全域、中心市街地活性化区域の比較 

   出典：人口「国勢調査」、事業所数・従業員数・商品販売額「岐阜市統計書」

1 中心市街地活性化区域の範囲は、岐阜市中心市街地活性化基本計画（2018 年 3 月）の区域（約 155ha）とし、メ

ッシュ単位、校区単位の集計結果を面積按分して算出している。

項目 年 単位 市全域 中心市街地
活性化区域

中心市街地
活性化区域
割合（%）

面積 2015 ha 5,160 155 3.0 
人口 2015 人 406,735 9,118 2.24 

業
務

事業所数 
（全事業） 2014 箇所 22,058 2,536 11.50 

従業員数 2014 人 193,850 22,657 11.69 

商
業

事業所数 
（卸・小売） 2014 店 4,455 645 14.48 

商品販売額 2014 億円 15,280 1,896 12.41 
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① 人口と年齢構成の推移 

岐阜市の人口と年齢構成の推移は、図 1-4 に示すとおりです。2015 年から 2050
年にかけて、市全域の総人口は約24％減少、0～14歳までの年少人口は約39％減少、
15～64歳の生産年齢人口は約 32％減少すると予測されています。一方、高齢化率は
2050年には約 37%に上昇すると予測されています。 
中心市街地活性化区域においても総人口、少子高齢化は同様の傾向ですが、その傾
向は市全域よりも顕著です。 

出典：2015 年以前：「岐阜市統計書」、2020 年以降：国土交通省「国土数値情報 500ｍメッシュデータ」より作成

図 1-4 将来人口推計、年齢区分人口推計

市全域 
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（2015年 約37％→2050年 約44％）

9,118人

推計値実績値

約31％減少

約49％減少

約39％減少
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②事業所数（全事業）、従業員数の推移 

市全域及び中心市街地活性化区域の事業所数（全事業）、従業員数の推移は、図 1-5
で示すとおりです。 
市全域の事業所数は減少傾向であり、2014 年には 1991年から約 24％減少してい
ます。一方で従業員数は 1986年からほぼ横ばいで推移しています。
中心市街地活性化区域の事業所数は市全域より事業所数の減少が顕著で、2014 年
には 1991年から約 52%減少しています。 
なお、2014年では、市全域の事業所数の約 11.5％が中心市街地活性化区域内にあ
り、市全域の従業員数の約 11.7％が中心市街地活性化区域内で就業しています。 

出典：岐阜市統計書「事業所統計」より作成 
※2006年以前は事業所・企業統計、2009年以降は経済センサスのデータを使用。

図 1-5 事業所数と従業員数の推移 
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③事業所数（卸売・小売業）と年間商品販売額の推移 

市全域及び中心市街地活性化区域の年間商品販売額（卸売・小売総額）、事業所数
（卸売・小売業）の推移は、図 1-6 に示すとおりです。事業所数は一貫して減少傾向
である一方で、年間商品販売額は 1991 年にピークを迎え、その後減少しています。
また、中心市街地活性化区域の年間商品販売額と事業所数の減少傾向は、市全域に
比べて顕著となっていますが、2014 年における市全域での年間商品販売額のうち約
12.4％が中心市街地活性化区域内での販売額で、市全域の事業所数のうち約 14.5％
が中心市街地活性化区域にあります。 

出典：岐阜市統計書「商業統計」より作成 
※2014 年調査は、日本標準産業分類の改訂及び調査設計
の変更に伴い、2007 年調査の数値とは接続しない。 

図 1-6 事業所数と年間商品販売額  
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２）歩行者通行量の状況 

中心市街地の歩行者通行量は、JR 岐阜駅周辺及び名鉄岐阜駅周辺において近年増
加若しくは回復の傾向がみられますが、全体的には減少傾向となっています。とりわ
け、休日は平日に比べて減少傾向が顕著となっています。 

図 1-7 中心市街地の歩行者通行量の推移（上：休日、下：平日） 
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＜平日の歩行者通行量（調査地点１箇所当り平均）＞

ＪＲ岐阜駅周辺

名鉄岐阜駅周辺

出典：「歩行者通行量調査」（岐阜市）より作成

※各調査エリアの調査地点数は、調査年度によって異なる。
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ＪＲ岐阜駅周辺

名鉄岐阜駅周辺

調査地域 1982年 1986年 1988年 1990年 1992年 1994年 1996年 1998年 2000年 2002年 2004年 2006年 2008年 2010年 2012年 2014年 2016年
JR岐阜駅周辺 4,431 3,560 4,549 3,656 4,676 4,152 3,699 3,898 4,822 4,238 3,797 3,219 2,970 2,533 2,826 2,892 3,445

名鉄岐阜駅周辺 17,102 13,337 15,834 12,598 14,031 12,242 10,612 8,629 7,833 6,180 4,270 3,845 2,947 2,900 3,082 3,501 3,853

玉宮町地域 2,869 2,294 3,567 2,856 4,505 3,224 2,855 3,108 3,284 3,857 2,325 2,029 1,865 1,610 1,648 1,833 1,645

神田町地域 10,358 8,095 9,289 7,539 9,562 8,103 6,864 5,267 4,564 4,164 2,790 2,601 2,505 1,760 2,244 2,160 2,279

柳ケ瀬地域 12,681 10,571 10,593 9,540 10,669 9,015 7,497 6,970 5,046 4,200 3,163 2,986 2,698 2,138 2,518 2,055 2,312

全域 11,127 9,072 9,764 8,403 9,692 8,228 6,958 6,187 5,170 4,418 3,318 3,030 2,722 2,264 2,588 2,425 2,734

調査地域 1982年 1986年 1988年 1990年 1992年 1994年 1996年 1998年 2000年 2002年 2004年 2006年 2008年 2010年 2012年 2014年 2016年
JR岐阜駅周辺 4,191 3,778 5,542 4,493 4,701 4,542 3,591 4,602 4,796 4,208 4,762 3,936 3,502 3,304 3,406 3,379 3,760

名鉄岐阜駅周辺 12,554 11,300 13,548 10,879 9,983 10,334 8,446 9,459 8,716 5,884 5,816 5,578 4,241 4,558 4,649 5,396 5,228

玉宮町地域 2,877 2,414 3,658 3,480 3,695 3,411 2,857 3,741 3,024 2,951 2,764 2,489 2,299 2,228 2,226 2,229 2,100

神田町地域 7,113 6,480 7,384 7,200 5,995 6,200 4,887 5,634 4,802 3,933 3,929 3,730 2,880 2,921 3,283 3,175 2,984

柳ケ瀬地域 7,832 7,079 7,322 7,105 6,306 5,634 4,614 5,564 4,737 3,485 3,531 3,382 2,784 2,528 2,523 2,480 2,344

全域 7,488 6,753 7,609 6,971 6,327 5,983 4,862 5,753 5,118 3,920 4,026 3,729 3,103 2,981 3,051 3,067 3,069



15 

図 1-8 「歩行者通行量調査」の調査エリアと調査地点（2016 年度） 

※各調査エリアの調査地点数は、調査年度によって異なる。
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３）都市機能の立地状況

中心市街地には、行政施設、文化施設、教育施設、公園などの公共公益施設、商業・
業務施設等の様々な都市機能が立地しています（図 1-9）。 
中心市街地内の公共公益施設の中には、建築後 40 年（2019 年時点）が経過した
老朽化が進んだ建物もあります。今後、老朽化した建物はますます増加し、これらの
建物は近い将来、施設の更新が必要になることが見込まれます。

図 1-9 中心市街地における都市機能 
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岐阜市消防本部・中消防署

岐阜市新庁舎

ぎふメディアコスモス

ドリームシアター岐阜

じゅうろくプラザ

JR 岐阜駅

名鉄岐阜駅

岐阜シティ・タワー43

岐阜スカイウイング 37

金公園

中部電力

岐阜髙島屋 

ドン・キホーテ柳ケ瀬店

岐阜中央郵便局

岐阜地方裁判所

岐阜商工会議所
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●：築40年以上（2019年時点）の公共施設 

※公共施設は、延床面積1,000㎡以上のみ掲載 

0 500m
アクティブＧ 
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４）中心市街地におけるまちづくりの課題 

中心市街地の状況をまとめると、まちづくりを進めるには下図のような課題がある
と考えられます。 

図 1-10 中心市街地におけるまちづくりの課題

【中心市街地におけるまちづくりの課題】 

にぎわいの創出

行財政効率化集約型まちづくり

【中心市街地の状況】 

①人口減少・少子高齢化の進展
・市全域、中心市街地ともに人口減少、少子高齢化しており今後も進展

・中心市街地では生産年齢人口減少、高齢化率の上昇が特に顕著

②経済活動の集積と衰退 
・中心市街地に事業所が集積し、業務・商業の中心地となっている 

・市全域・中心市街地ともに事業所数、従業員数、商品販売額が減少傾向

・中心市街地では事業所数、従業員数、商品販売額の減少が特に顕著

③来街者数の減少 
・中心市街地全体で歩行者通行量が減少している 

・中心市街地全体で平日に比べ休日の歩行者通行量の減少が顕著

・一方 JR 岐阜駅周辺では歩行者通行量が近年増加している 

④都市機能の集積と施設の老朽化 
・中心市街地に公共・公益施設、商業・業務施設など多様な機能が集積している 

・多くの公共施設で老朽化が進んでおり、近い将来の更新が見込まれる

人口減少、少子高齢化、経済活動の衰退、来街者数の
減少など、にぎわいを形成するさまざまな要因が縮小
傾向であり、中心市街地全体で多様性のあるにぎわい
創出が求められる。 

業務経済活動の中心地であるため、その衰
退は中心市街地の求心力低下や周辺地区に
影響を及ぼす恐れがある。 

都市機能の維持、向上のため、老朽化した
公共施設の更新が必要となる。 

人口減少に伴う税収減が予想されるため、
まちづくり推進とコスト抑制の両立が求め
られる。 

人口減少や少子高齢化の進展に伴い、変化
する公共施設に対するニーズへの対応が求
められる。 
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1.2.3. 庁舎跡地の周辺状況 

1.2.2.では、中心市街地全体の状況と課題について考えてきました。ここでは、庁
舎跡地周辺に範囲を絞り、地域の特徴やにぎわいの状況等を整理しながら、課題を考
えていきます。 
１）庁舎跡地周辺の特徴 
庁舎跡地周辺は、庁舎跡地の北側と南側で大きく特徴が分かれています。
庁舎跡地の北側は、「ぎふメディアコスモス」、「岐阜市民会館」などの文化施設、「岐
阜市新庁舎」、「岐阜中警察署」などの行政施設、さらに「中部電力」、「NTT 西日本」
などの公益企業などが集中して立地しており、「文化・行政エリア」を形成していま
す。 
一方、庁舎跡地の南側は、「岐阜髙島屋」、「ドン・キホーテ柳ケ瀬店」等の多くの
商業施設や事業所が立地する「柳ケ瀬」を中心とする、「商業・業務エリア」を形成
しています（図 1-11）。 

図 1-11 跡地の周辺施設  
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ドリームシアター岐阜
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岐阜商工会議所
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NHK 岐阜放送

友楽園、白杖園
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NTT西日本

岐阜市新庁舎 

つかさのまち
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中心市街地周辺の公園の立地状況
地域住民を対象とした公園には、もっぱら半径 250ｍ以内に住む人を対象とした

街区公園、もっぱら半径 500ｍ以内に住む人を対象とした近隣公園、もっぱら半径

1km 以内に住む人を対象とした地区公園があります。 

中心市街地周辺には街区公園と近隣公園はありますが、地区公園はありません。

それぞれの公園の位置と誘致距離の範囲を見てみると、庁舎跡地付近は公園が

なく、誘致範囲に含まれていないことがわかります。 

Topic 

本庁舎 

南庁舎 

凡例 

  街区公園（誘致距離 250m）

  近隣公園（誘致距離 500m）
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中心市街地周辺の水路について
中心市街地周辺には多くの水路があります。水路はほとんどが蓋がかけられてい

ますが、一部はコミュニティ水路として市民に親しまれています。 

Topic 

せせらぎ広場
半径 1km 

0 1km

アクアージュ
柳ケ瀬 

西野町 
コミュニティ水路

清水川

木ノ本 
ふれあいの泉

本庁舎 

南庁舎 

【凡例】 
̶：主要な排水路（覆蓋部） ̶：主要な排水路（開渠部） ：コミュニティ水路 
̶：準用河川 ：街区公園 ：近隣公園

中心市街地活性化基本計画区域
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２）「つかさのまち」と「柳ケ瀬」の状況 

庁舎跡地の北側と南側のそれぞれのエリアで中心的な存在となっている「つかさの
まち」と「柳ケ瀬」では、近年の事業や取り組みにより、にぎわいの状況が変わりつ
つあります。 
「つかさのまち」では、岐阜市立中央図書館、市民活動交流センター、多文化交流
プラザ等が入る複合施設「みんなの森 ぎふメディアコスモス」が 2015 年にオープ
ンし、多くの来館者で日常的なにぎわいが創出されています。 
「柳ケ瀬」では、来訪者はこれまで減少傾向となっていますが、市街地再開発事業
により「オアシス柳ケ瀬」が 2012年にオープンしたことや、毎月第 3日曜日に開催
されるマルシェ型イベント「サンデービルヂングマーケット」などの取り組みにより、
新たなにぎわいが創出されつつあります。また、髙島屋南地区第一種市街地再開発事
業の実施が計画されるなど、今後もにぎわいづくりが進められることとなっています。 
しかしながら、両地区を回遊する来街者は多くはないという状況となっています。 

みんなの森 ぎふメディアコスモス 

出典：みんなの森 ぎふメディアコスモス HP

オアシス柳ケ瀬 

出典：岐阜市 HP（市街地再開発課）

サンデービルヂングマーケット 

出典：サンデービルヂングマーケット HP

高島屋南地区第一種市街地再開発事業 

出典：岐阜市 HP（市街地再開発課）
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① 「つかさのまち」のにぎわい 

「みんなの森 ぎふメディアコスモス」の来館者数は、開館後約 10 ケ月で 100 万
人を突破するなど、当初の目標であった年間 100万人を上回るペースで増加していま
す。一日当たりの平均来館者数は、一貫して増加傾向であり、魅力的な拠点施設が大
きな集客効果を発揮していることが窺えます。 

出典：岐阜市市民参画部調べ 

図 1-12 ぎふメディアコスモスの来館者数（累計値） 

つかさのまちの来街者の増加 
市庁舎跡地活用に関するアンケート調査で、「みんなの森 ぎふメディアコスモ

ス」の整備前後におけるメディアコスモス周辺への来訪状況を聞いています。こ

の回答からメディアコスモス周辺を訪れる方が整備後に増えていることが分かり

ます。 

Topic 

問：「ぎふメディアコスモス」周辺に、2014 年と 2016 年において、

それぞれどれくらいの頻度で訪れましたか？ 

出典：2016 年度市庁舎跡地活用に関するアンケート調査結果
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300万人



23 

② 「柳ケ瀬」のにぎわい 

「柳ケ瀬」への入り込み客数は、1992 年から 2016 年にかけて一時的に増加した
年もあるものの、平日で約 38%、休日で約 25%に落ち込むなど減少傾向となってい
ます。 
しかしながら、近年では「サンデービルヂングマーケット」などさまざまな事業な
どにより、「柳ケ瀬」の魅力の向上と来訪者数増加への取り組みが進められています。 

出典：「歩行者通行量調査」岐阜市

図 1-13 柳ケ瀬の入り込み客数

柳ケ瀬におけるイベントと新規出店者
柳ケ瀬では、マルシェ型イベント「サンデービルヂングマーケット」が、2014

年 9 月より毎月第 3日曜日に定期開催されています。当初は 50 店舗の出店者から

スタートし、現在は約 140 店舗にまで増加、毎回約 4,500 人が来訪するイベント

になっています。また、空きビルをリノベーションする事業が進められ、若い世

代向けの店舗が集積する「ロイヤル４０」が 2017 年 10 月にオープンしました。 

さらに「中心商店街活性化プロデュース事業」による空き店舗ツアーの開催、

「空き店舗対策事業」等により、新規出店店舗は一定数を維持しています。 

出典：岐阜市商工観光部調べ 

Topic 
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③ 「つかさのまち」と「柳ケ瀬」の回遊 

近年多くの方が訪れるようになった「つかさのまち」ですが、そこに訪れた方のう
ち「柳ケ瀬」まで回遊する方はあまりいません。 
また、同様に「柳ケ瀬」に訪れた方のうち「つかさのまち」まで回遊する方もあま
りいません。 
このことから、両地区の間は 1㎞弱程度の距離しかありませんが、歩行者による回
遊はほとんどないものと考えられます。 

「つかさのまち」と「柳ケ瀬」の回遊状況
市庁舎跡地活用に関するアンケートで、「つかさのまち」、「柳ケ瀬」の来訪時に

それぞれ他地区に立ち寄ることがあるか聞いています。この回答から両地区を回

遊する方はほとんどいない状況であることがわかります。 

Topic 

問：「柳ケ瀬」周辺を訪れた時に「ぎふメディアコスモス」周辺に立ち寄ることはありますか？

問：「ぎふメディアコスモス」周辺を訪れた時に「柳ケ瀬」周辺に立ち寄ることはありますか？

上段：柳ケ瀬に 

下段：ぎふメディアコスモスに

出典：2016 年度市庁舎跡地活用に関するアンケート調査結果
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３）庁舎跡地周辺におけるまちづくりの課題 
庁舎周辺における状況をまとめると、下図のようなまちづくりの課題があると考え
られます。 

図 1-14 庁舎跡地周辺におけるまちづくりの課題

【庁舎跡地周辺におけるまちづくりの課題】 

【庁舎跡地周辺の状況】 

① 庁舎跡地は、にぎわい拠点の中間地点に位置している
・北側に「つかさのまち」、南側に「柳ケ瀬」といったにぎわい拠点がある 

②庁舎跡地の北と南で地区の特徴が大きく異なる
・北側は「つかさのまち」などの「文化・行政エリア」、南側は「柳ケ瀬」などの「商

業・業務エリア」を形成している 

・「つかさのまち」では近年新たなにぎわい拠点が形成、「柳ケ瀬」は従来より中心
的繁華街であるもののにぎわいが低下傾向である

③庁舎跡地の北と南の回遊が図られていない
・「つかさのまち」と「柳ケ瀬」間で歩行者はあまり回遊していない

にぎわいの創出

行財政効率化集約型まちづくり

地区の特徴を考慮しながら都市機能を配置、
集積することにより地区の利便性を向上さ
せることが求められる。 

多様性のあるにぎわいを効果的に創出する
ためには、多様な担い手を柔軟に活用する
ことが求められる。 

地区の特徴を考慮しながら多様性のあるにぎわいを創
出することが求められる。 

新たな施設で生み出されたスポットのにぎわいを広
げるため、回遊性の確保が求められる。 
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